
鹿屋市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則の一部を改正

する規則 

鹿屋市子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則（平成27年鹿屋市

規則第24号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項中「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込

書」を「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書（教育・

保育施設）兼現況届」に改める。 

第10条第１項中「支給認定現況届（別記第６号様式）」を「施設型給付費・地域

型保育給付費等支給認定申請書兼利用申込書（教育・保育施設）兼現況届（別記第

１号様式）」に改め、同条第２項中「別記第７号様式」を「別記第６号様式」に改

める。 

第11条第１項中「別記第８号様式」を「別記第７号様式」に改め、同条第２項中

「別記第７号様式」を「別記第６号様式」に改める。 

第12条中「別記第９号様式」を「別記第８号様式」に改める。 

第14条第１項中「別記第10号様式」を「別記第９号様式」に改める。 

第15条中「別記第11号様式」を「別記第10号様式」に改める。 

第16条第２項中「別記第12号様式」を「別記第11号様式」に改める。 

第17条第１項中「第１条第６号」を「第１条の５第６号」に改め、「規則」を削

り、「別記第13号様式」を「別記第12号様式」に改める。 

別記第１号様式を次のように改める。 



別記 

第１号様式（第７条、第10条関係） 

 



 

 



 

 

 



別記第６号様式を削り、別記第７号様式を別記第６号様式とし、別記第８号様式

を別記第７号様式とし、別記第９号様式を別記第８号様式とし、別記第10号様式を

別記第９号様式とし、別記第11号様式を別記第10号様式とし、別記第12号様式を別

記第11号様式とし、別記第13号様式を別記第12号様式とする。 

附 則 

１ この規則は、令和４年11月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の鹿屋市子どものための教育・保育給付の支給認定に関

する規則第７条の規定は、令和５年度以後の認定の申請について適用し、令和４

年度における認定の申請については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際、現に存する様式は、当分の間、必要な修正をしてこれを

使用することができる。 


